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議事日程 

協 議 

   １ 平成２１年度使用新宿区立小学校教科用図書の採択について（教育指導課長） 
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午後 ３時００分開会 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 開   会 

○木島委員長 それでは、ただいまから平成20年新宿区教育委員会第６回臨時会を開会いたし

ます。 

  本日の会議には全員が出席しておりますので、定足数を満たしております。 

  本日の会議録の署名者は熊谷委員にお願いいたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

○木島委員長 本日は、議事はございません。 

  協議に入る前に、本日は教育委員会会議規則第15条の規定に基づき、前回に引き続き、小

学校教科用図書審議委員会の委員に出席を要請いたしました。 

  また、７月11日付で小学校教科用図書審議委員会から答申された各教科の調査結果を踏ま

え、各科目の特性や指導要領の目標等について説明いただくために、小学校教科用図書審査

委員会の各教科委員長に出席を要請し、おいでいただいておりますので御承知おきください。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 協議１ 平成２１年度使用新宿区立小学校教科用図書の採択について 

○木島委員長 それでは、前回に引き続き「平成21年度使用新宿区立小学校教科用図書の採択

について」の協議に入ります。本日の協議の進め方ですが、前回と同様、各科目ごとの特性、

指導要領の中での目標等について、専門的に調査検討を行った調査委員会の各教科委員長か

ら説明を受け、質疑を行います。その後に、本日出席の審議委員会委員に対し、教科用図書

審議委員会の調査結果について、科目順に質疑を行い、採択の対象となる教科用図書の候補

の絞り込みを行います。 

  それでは、各科目ごとの特性、指導要領の中での目標等について、各教科委員長から説明

してください。まず、音楽からお願いいたします。 

  音楽科委員長、よろしくお願いいたします。 

○小嶺音楽科調査委員会委員長 音楽科を担当いたしました、鶴巻小学校長小嶺でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、音楽科の目標についてですけれども、表現及び鑑賞の活動を通して音楽を愛好する

心情と音楽に対する感性を育てるとともに、音楽活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を

養うということです。 
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  次に、音楽科の特性を次に述べます３点ととらえました。 

  まず第１に、扱う楽曲に大きく左右される教科であるということ。楽曲の幅は大変広く、

時代の流れに大きく影響を受けます。国内で考えましても、文部省唱歌のように不易の楽曲、

それに、流行の楽曲があります。また、世界にはそれぞれの国の独特の文化に支えられた楽

曲もございます。だからこそ偏りのないバランスのとれた選曲が必要と考えました。 

  第２に、楽曲を上手に歌ったり、演奏できればそれでよいという教科ではないということ

です。音楽科はねらいを持って、意図的に楽曲にかかわらせることによって、音楽のさまざ

まな要素で構成された刺激を受けとめる力や、多様な音楽的な美しさを美しいと受けとめる

心を育てるものであると考えました。 

  第３に、子供が教師の指導のもと、複数でつくり上げる学習がほとんどを占める教科であ

るということです。子供と教師の創造性が無限に広がる可能性を持っているといっても過言

ではない教科ではないかと考えています。 

  次に、教科調査委員会で論点となったところにつきまして、内容を詳しく御報告いたしま

す。 

  特性で申し上げました楽曲、どのような楽曲が扱われているかということに注目いたしま

した。また、題材や系統性がねらいに沿って編成されているかどうかというあたり、それと、

新宿区は専科教諭が音楽科を担当いたしますので、専門性の高いところで授業を展開するこ

とができる内容となっているか、題材の展開内容が規制がないかというあたりも論議となっ

たところでございます。 

  以上、御報告終わります。 

○木島委員長 説明が終わりました。 

  御意見、御質問がありましたら、どうぞ。 

  いかがでしょうか。 

  どうぞ。 

○金子教育長 先ほどの御説明の中で、楽曲のバランスというお話をされていましたけれども、

具体的にその点で各三社、どうでしたでしょうか。 

○小嶺音楽科調査委員会委員長 流行のものを追っているものという教科書会社もございまし

た。そうしたものはやはり適切な評価を与えることはできませんでした。 

○木島委員長 そうしますと、専科の先生が調査委員になられた方がほとんどだろうと思いま

すが、教芸のいわゆる内容の選択ですとか、そういうことをあわせるとすべてＡということ
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ですから、各学校の調査委員会としての評価Ａというのは現場の先生の御意見だというふう

にとらえてよろしいですよね。 

○小嶺音楽科調査委員会委員長 はい。専科の教諭がそのように判断をいたしております。 

○木島委員長 何かほかに。 

○羽原委員 念のためですが、「君が代」は６年生で教えているんですか。これを見ると、全

部６年生のところに「君が代」と。毎年あるんですか。 

○小嶺音楽科調査委員会委員長 特定の学年だけではないと存じておりますが。 

○白井委員 裏表紙のところに。 

○羽原委員 毎年、各学年であるんですね。 

○小嶺音楽科調査委員会委員長 はい。 

○羽原委員 わかりました。 

○木島委員長 よろしいでしょうか。 

  ほかに御意見、御質問がなければ次に図画工作科をお願いいたしますが、今の音楽に関し

ては、新宿の各学校に行ってもすばらしい音楽の授業を聞かせていただいて、本当に感謝し

ております。これからもよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、図画工作科をよろしくお願いいたします。 

  図画工作科の委員長、お願いします。 

○青木図画工作科調査委員会委員長 図画工作科の教科調査委員会を担当いたしました天神小

学校の青木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、新しい学習指導要領になりまして、目標が若干変わりました。「表現及び鑑賞の活

動を通して、感性を働かせながらつくりだす喜びを味わうようにするとともに造形的な創造

活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を養う」というふうに変わりました。どの部分が変

わったかといいますと、「感性を働かせながら」という部分が入りました。 

  では、それについて、各学年ではどのようにそれを目標及び内容に反映させているかとい

うことについてお話をいたします。 

  まず、１年生、２年生ではやはり「進んで」ということを文言として、新しく加わりまし

た。それから、身の回りの作品などから、おもしろさや楽しさを感じる、「身の回りの作品

から」ということも文言として新しく入りました。 

  そして、内容については「造形遊びをする活動を通して」「体全体を働かせて」というよ

うな文言、それから表現の技能では「感じたことや想像したことから、身近な材料や扱いや
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すい用具を手を働かせて使う」というふうに「感性を働かせる」ということを重点に置いた

文言が一、二年生でも入ってきております。 

  それから鑑賞に関しても「身の回りの作品などを鑑賞する活動を通して」と、やはり自分

の生活の周りにある作品から感性を培うというような文言も加えられました。 

  そして、今回改訂のポイントとして、「共通事項」という項目が入りました。表現及び鑑

賞の指導を通して、次の事項を指導することということで、ア、イと２つ低学年で入ってお

りますが、そこでも「自分の感覚や活動を通して」とか、「自分のイメージを持つ」という、

そういう表現が加わってきています。 

  三、四年生では進んで表現したり、鑑賞したりする態度を育てる、やはり身近にある作品

を通して、よさやおもしろさを感じる、表現についても、身近な材料や場所など、そして前

学年までの経験を生かして、それから「感じたこと、想像したこと、見たことからあらわし

たいことを見つける、あらわしたいことに合わせて材料を使う」というような文言が多く見

られるようになりました。 

  鑑賞についても先ほどと同じで「自分たちの作品や身近な美術作品や製作に触れることに

よって」というような文言も加わりました。そして、総則にある言語活動の充実との兼ね合

いでは「感じたことや思ったことを話したり、友達と話し合ったりする」というような文言

も新しく加わっています。 

  共通事項としては、やはり三、四年生も「自分の感覚や活動を通して」とか、「自分のイ

メージを持つ」というようなことが文言としてうたわれています。 

  五、六年生についても「想像力を働かせ、造形的な能力を高める」、それから「親しみの

ある作品などからよさを感じる」、「前学年までの経験や技能を生かす」、「感じたこと、

創造したこと、見たこと、そういったことを見つけてあらわす」、鑑賞については「親しみ

のある作品を鑑賞する」、共通事項でも「自分の感覚や活動」、「自分のイメージ」という

ようなことが重きを置かれてきています。 

  そして、指導計画の作成と内容に当たっては、特に「低学年においては生活科等の関連を

図る」ということと、「幼稚園教育における表現活動との連携を図る」というようなことも

うたわれています。そして具体的に材料や用具についてもはっきりと明示されるようになり

ました。「身近な道具になれる」ということを重点に置いています。 

  それと、鑑賞については「地域の美術館などの利用」というようなことも特に強調されて

いるように感じています。 
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  目標については以上です。 

○木島委員長 説明が終わりました。 

  御意見、御質問がありましたら、どうぞ。 

  どうぞ、羽原委員。 

○羽原委員 学校調査のほうは開隆堂で、調査委員会のほうの違っているところと言えば、使

用上の便宜で東書、開隆堂がＣＣであると。やはり調査委員会のほうを見ると、使用上の便

宜、特に書いていなかったりして、Ｃたるゆえん、Ｂたるゆえん、その辺をもうちょっと具

体的に御説明いただけますか。 

○青木図画工作科調査委員会委員長 調査委員会では、児童が教科書を使用し、授業を進める

ときに、作品例をより身近に感じ、自分も描きたい、つくってみたいと意欲的になれるか、

そして制作後、児童が満足感を持ち、達成感に近づく指針となり得る教科書であるかが共通

した視点でありました。 

  今回の改訂に当たり、実際に制作する教科が持つ特性をより生かした基準を有しているか、

鑑賞教材が豊富に取り上げられているか、生かされているかなどを決定の視点として話し合

いを行いました。 

  そういう中で、まず私どもとしては開隆堂を一番に押したいと思っておりますが、使用上

の便宜のところでＣの評価がついているということについて、御説明をいたします。 

  こういう話はまずいかもしれませんが、図工科というのは担当する教員によって、かなり

意識が違ってきています。これを、使用上の便宜というところはＣとついておりますが、例

えば内容の選択のところを見ていただくと、今御説明した「親しみやすい教材、参考作品が

多い」とか、「過程を重視した題材が多い」とか、「鑑賞教材が学習内容に結びついてい

る」。それから「題材の選択が広がりやすい」とか、表記・表現のところでは「児童の活動

内容に沿ったものになっている」、そして何よりも重きを置きたいのは「道具箱」というこ

とを取り上げているということなんです。道具の扱いというようなこと、それからしまい方

とか。そういう点からすると、開隆堂のＢというのは私は限りなくＡに近いＢだというふう

に判断をしています。 

  では、Ｃはなぜつけたのかと、これは限りなくＢに近いＣというふうに解釈をしています。

というのは、やはり用具・道具の扱いについて、まとめて表記されているというようなこと

は、Ｃをつけない先生方はかなり主張をしておりました。こういったことは小学校の図画工

作ではやはり基礎基本に当たる大事なことだという指摘がかなりありましたけれども、Ｃだ
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という方もおられました。 

  説明になりましたでしょうか、以上です。 

○木島委員長 ほかに。 

  どうぞ、熊谷委員。 

○熊谷委員 調査委員会の評価を見せていただくと、３社とも最終的にＢというふうに評価さ

れているんですけれども、もし、調査委員会の中の議論の中で議論があったとすれば、なぜ

ＡがＡと評価されなかったのかということは、逆に言うと、Ａと評価するためには、この部

分が多少足りないとか、あるいはこういう項目についての記述が甘いとか、何かそういうよ

うな御指摘があったのではないかというふうに推察しますけれども、そんな点はいかがでし

ょうか。 

○青木図画工作科調査委員会委員長 ありました。 

  開隆堂については、改訂の趣旨を生かした教材の取り扱いというところでＣをつけた先生

がおりました。ただ、５名でやりまして、Ａをつけた先生が３名、Ｃが１人、Ｂが１人とい

うことです。全体をとりますと、Ｂという評価になりました。 

  それから、使用上の便宜のところもＣをつけた者が２人、３人いたものですからそういう

形になりましたけれども、あとの項目については、構成・分量のところもＣがおりましたが、

Ａが２人、Ｂが２人、表記・表現のところはＡが３人、Ｂが２人ということでバランスをと

ったということになりました。 

○熊谷委員 わかりました。了解いたしました。 

  評価が割れたという。 

○青木図画工作科調査委員会委員長 そうですね。 

○木島委員長 ほかに。 

  よろしいでしょうか。ほかに御意見、御質問がなければ、次に家庭科をお願いいたします

が、本当に図画工作も新宿のどの小学校に行っても、廊下ですとか、玄関に入りますと、す

ばらしい作品が並んでいて、子供たちが本当に楽しそうに、非常にうれしそうにやっている

んだなというのがよくわかります。本当に日ごろ、御苦労さまだと思いますので、これから

もよろしくお願いいたします。 

  それでは、次に家庭科をお願いいたします。 

  家庭科委員長、お願いいたします。 

○長岡家庭科調査委員会委員長 家庭科調査委員会の委員長を務めました愛日小学校の長岡と
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申します。よろしくお願いいたします。 

  まず、目標について述べさせていただきます。衣・食・住などに関する実践的、体験的な

活動を通して、日常生活に必要な基礎的、基本的な知識及び技能を身につけるとともに、家

庭生活を大切にする心情を育み、家族の一員として生活をよりよくしようとする実践的な態

度を育てるということです。現行の目標と変わったところをお話しさせていただきます。 

  「日常生活に必要な基礎的知識」ということで現行はなっておりましたけれども、ここに

「基礎的、基本的な知識及び技能」というようになりました。また、現行では「家庭生活へ

の関心を高める」ということになっておりましたけれども、今回、「家庭生活を大切にする

心情を育み」となりました。そして「家族の一員として生活を工夫しよう」というところが、

「一員として生活をよりよく」という言葉が入りました。この３点が目標について、現行か

ら新学習指導要領の目標が変わった点でございます。 

  これらの３点を踏まえまして、今回、何を重視して項目を絞っていくかというあたりの中

で、家庭科の特性というところをお話しさせていただきたいと思います。 

  ３点あると思っています。生活を工夫する楽しさや物をつくる喜び、家族の一員としての

自覚を持った生活を実感することということ、２つ目が実践的、体験的な学習活動であり、

そして問題解決的な学習を通して、自分の成長を理解し、家庭生活を大切にする心情を育む

ということがあると思います。 

  そして３点目、生活を支える基礎的、基本的能力と、実践的な態度を育成するということ

が、より重視されたかなというふうに考えております。 

  そんな中で、その３つの視点から家庭科部では、内容、そして構成・分量というところで、

さまざまな視点を設けて、開隆堂さんと東書のほうの項目数がどれぐらいの違いがあるだろ

うかというようなことを、もう一度、その論点に立って進めてみました。 

  そうしましたところ、やはり「実践的、体験的な活動」という点におきましては、開隆堂

さんのほうが、布を使用した制作とか、課題選択が大変多く入っているというということを

実感しております。それから「家庭生活を大切にする心情」というところですけれども、こ

の辺のところにつきましては、東書さんのほうが家族、家庭の用語、絵図というものは大変

多く使用されております。 

  しかし、「家庭の関心」というような箇所では、これも本当に両方とも大変多く、２社と

もやはり入っておりました。しかし、開隆堂さんのほうが課題発見を促す箇所とか、家庭学

習の方法、これは問題解決的な学習を促すためには非常に効果があると思っておりますけれ

－9－ 



ども、この辺の箇所は開隆堂さんのほうが大変多くなっているというふうに数値的に押さえ

ました。 

  それからまた、家庭生活を大切にする心情という中で、また、家族の一員としての生活を

よりよくしようとする実践的な態度というあたりでは、安全にかかわる記述、それから男女

共同参画というあたりの視点から見ますと、この辺は男女共同参画という部分につきまして

は開隆堂さんのほうが大変多く関心を持っているなということがうかがえました。 

  また、今、食育、そして消費者のあり方というものも、非常に改訂のポイントとして大き

く占められているわけですけれども、その辺から言いますと、環境、消費にかかわる題材、

この辺なんかも開隆堂さんのほうが多く入ってきているなというふうにとらえることができ

ました。 

  そのような観点で今回は開隆堂さんということで、継続するというふうに判断させていた

だきました。 

  以上です。 

○木島委員長 説明が終わりました。 

  御意見、御質問がありましたら、どうぞ。 

  どうぞ、白井委員。 

○白井委員 今の御説明で３つの観点ということで、家庭科の目標みたいなのが大変わかった

んですけれども、もっとわかりやすく言うと、古来の家庭科としての衣・食・住ですよね。

それと新しく言えば、先生のほうから先ほどお話もありました消費者問題という、賢い消費

者になるための、多分、お金の使い方みたいなところですよね。それと、家庭における役割、

あと多分環境問題的なところ、視点があると思うのですが、そういう意味では、古典的な

衣・食・住で基本的な技能を身につけるという点では、どちらの教科書もそんなには遜色は

ないということでよろしいのでしょうか。 

○長岡家庭科調査委員会委員長 今のように、両方ともそのような観点の中からはそんなに違

いはないとは思っておりますけれども、今回、社会の変化に対応するというようなことで、

今のような現代の生活課題、これが大きく取り上げられていると思います。家族の崩壊とか、

家庭崩壊と言われるような実態の中で、家庭生活を大事にする視点、それから食育の問題、

そして消費者としてのあり方、この辺は非常に持続可能な社会というような構築の視点から

言いますと、この辺が明示された視点だと思います。 

○白井委員 あと私も女性なので一応聞いておきますが、男女共同参画の視点が入っていると
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いう視点を指摘していただいたみたいなのですが、具体的にはどんな感じて入ってきている

んでしょうか。 

○長岡家庭科調査委員会委員長 例えば、教科書を見ていただいて、最初のページがあるかと

思いますが、ぱっとお父さんが子供と一緒に食事をしている点、こういう絵を一つ見ても、

お父さんの役割、男子厨房に入らずという言葉がありますけれども、そういうことを打ち破

った一つの型だと思いますね。そのようなところが、男の子も女の子もなく、いろいろな形

でこういう共同参画しているというような絵とか言葉の中に出てくるということです。 

○白井委員 ありがとうございます。 

  私、２つを比べたときに、実は東京書籍さんの１ページの目次の欄が、どちらかといえば、

何のために家庭科を学習するのかという視点が１ページにバンと出ていて、そういう点では

開隆堂さんのほうが後ろに出てくるんですかね、６ページあたりという部分で、どちらかと

いうと東京書籍さんのほうがそういう感覚があるのかと思っていたんですが、今、先生のお

話で別な視点から、また、教科書を検討させていただきたいと思いましたので、ありがとう

ございました。 

○長岡家庭科調査委員会委員長 開隆堂さんのほうが、やはり課題解決的な視点というのが非

常に大きいと思います。見詰めようとか、考えようという言葉が非常に多く出てきておりま

す。これはやはり問題解決的な学習を裏づける視点だと思っております。 

○木島委員長 ほかにいかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  ほかに御意見、御質問がなければ、いわゆる家庭というものは生活ということですけれど

も、本当に今の小学生を初め、中学生もそうでしょうけれども、家族の一員としての自覚と

いうことを持たせる基礎ということで、大変だろうと思いますけれども、今後もよろしくお

願いしたいと思います。 

  ありがとうございました。 

  ほかに御意見、御質問がなければ、次に体育科、保健をお願いいたします。 

  体育科委員長、よろしくお願いいたします。 

○片山体育科調査委員会委員長 体育科の調査委員会委員長をいたしました落合第一小学校の

片山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  体育科の目標は心と体を一体としてとらえ、適切な運動の経験と健康・安全についての理

解を通して、運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保持増進と体力の向上を図
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り、楽しく明るい生活を営む態度を育てるというのが目標です。 

  ここで、心と体を一体としてとらえるというのは、運動領域と保健領域を一層関連させて

指導することが重要であるということで、特に運動に親しむ資質や能力の育成、健康の保持

増進、及び体力の向上の３つの具体的な目標が相互に密接な関連を持っていることを示して

いて、体育科の重要なねらいであるというふうにとらえております。 

  健康の保持増進を図るというのは健康、安全についての実践的な理解を通して、みずから

の生活行動や身近な生活環境における課題を把握し、改善することができる資質や能力の基

礎を培うことを示したものであるということになっております。 

  そこで、保健の領域について申し上げます。保健については、自他の生命を尊重するとと

もに、健康的な生活行動や習慣を身につけ、生涯にわたって、健康な生活を送る資質や能力

の基礎を培う観点から、小学校においては身近な生活における健康・安全に関する基礎的事

項で構成し、「毎日の生活と健康」、「育ちゆく体と私」、「怪我の防止」、「心の健康」

及び「病気の予防」の５つの内容となっています。 

  「毎日の生活と健康」というのは、主に３年生での扱い、「育ちゆく体と私」というのは

４年生での扱いとなっています。また、「怪我の防止」、「心の健康」、「病気の予防」は

５年生、６年生での扱いということで、教科書もそのように構成されております。 

  そこで、私たちの検討につきましては、この５社について、東書、光文、学研、文教、大

日本教科書について、すぐれている点について、私たちの体育部の６人で検討いたしました。

それぞれ一人一人が一つ一つの教科書について検討、分析する。そして、前回17年度の報告

内容との比較、検討協議を行うということにしました。 

  主な協議内容ですが、東書につきましては、データやグラフが有効的に利用されている、

心と体の関連づけが効果的にされている、折り込み絵についてのメリットやデメリットがあ

るということについて検討をいたしました。 

  また、光文につきましては、内容の選択、構成・分量、表記・表現及び使用上の便宜など、

ほぼ前回どおりの報告を受けました。 

  学研につきましては、使用上の便宜については、課題解決的な学習や理解を実践につなげ

ようとする工夫が多く見られるということで、前回はＢ評価でしたが、私たちはＡの評価で

あるというふうに考えました。 

  文教につきましては、内容の選択、構成・分量については、ほぼ前回の報告どおりである

というふうに考えました。 
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  大日本につきましては、内容の選択、構成・分量、表記・表現、使用上の便宜についてを

吟味して意見欄記入項目等について、幾つか変更した点もございます。 

  それぞれの教科書が、それぞれ工夫していて、すばらしいものであるということを再認識

したわけですが、私たちが現在使っていて、一番使いやすく、また、子供たちにとって非常

に課題解決学習をするのにいいのではないかということでは、東書と光文というものをＡ評

価、また学研につきましても、各学校からは非常によい評価を得ていますが、これは他区等

で学研の選考が多いというような理由からかなとも思いますが、私たちとしては、東書が一

番使いやすいものだなというふうに思っております。 

  その具体的な内容につきましては、調査報告のほうにも示しましたが、学習の課題という

のを教科書にも示してありますが、いろいろマークを使いまして「やってみよう」、「考え

てみよう」、「調べてみよう」、「話し合ってみよう」というような、こういう４つにしま

して、子供たちに学習を促している、そういうところも見られます。 

  また、データ、資料が豊富で、子供たちの理解を助けているなというふうに思っておりま

す。 

  構成・分量につきましては、「心の健康」の単元をとても重視しているなと、そのほかの

病気のほうも分量的に多いのですが、「心の単元」というふうに思っています。これはそれ

ぞれ関連づけているのが、特にそれがわかるのは、表紙でもあるのですが、三、四年生の表

紙には「人間って不思議だな」というタイトルがついています。 

  また、五、六年生のタイトルには「人間ってすてきだな」、不思議だなという人間の不思

議さに目を向けて、また、五、六年では心の中のすてきさに目を向けているなというふうな

ところも１ついい点だなというふうにも思っております。 

  それから、中がワークシート式で書き込みができます。学習を進めるに当たって、そうい

った面で非常に子供たちに使いやすいなと。 

  それから、表記・表現につきましても、折り込みのページ等を入れまして、はっとびっく

りするような構成にもなっております。 

  例えば、これは五、六年生の一番最終のページですが、折り込みがありまして、人間の脳

の写真があるんですが、その折り込みのところのお酒を飲み過ぎるとどうなってしまうのか

なというところなんですが、ぱっと開くと、あっ、こんなに脳が縮んでしまうというような、

そんなようなこともありました。また、下には肝臓です。これが飲酒によってこんなふうな

大変なことになるなというようなことも示されております。これが子供たちの学習を促す、
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また、印象的な工夫かなというふうに思っております。 

  それから、情報量が非常に多くなく、少なくなくというようなところで、子供たちに非常

に合っている。また、文字や字体や、非常にいいなというふうな思いです。 

  使用上の便宜につきましては、タイトル、課題文、学習方法、資料、学習のまとめという

ような構成になっていて、また、疑問や気づきなどがキャラクターの吹き出しで、こうして

みようとかというようなことが書いてあるのも、非常に子供たちにとって学習しやすいとい

うふうに考えています。 

  それぞれの会社につきまして、いろいろ考えました。評価をしたのは東書と光文がＡ評価

と、全体的にＡ評価としたのですが、子供たちと、それから今までのこの本区の使用という

ところから見て、私たちは東書が非常によい教科書だなというふうに感じているところです。 

  以上、雑駁でしたけれども、説明を終わります。 

○木島委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。御意見、御質問がありましたら、どうぞ。 

○白井委員 調査委員会の総合的な意見の中で、「心の単元」のところを東京書籍のほうが充

実しているような評価をしているようなんですけれども、同じＡ評価としていた、例えば光

文書院のほうのと見てみると、切り口が東京書籍のほうは、最初「心が発達することとはど

のようなことでしょうか、また、心は年齢とともにどのような経験を通して発達するのでし

ょうか」という形の一般的な切り口で、光文書院さんのほうは「心は体と同じように、いろ

いろな生活体験や年齢とともに発達します。小さいころと比べると、考え方や人とのつき合

いなどが変わってきたことに気がつくでしょう。しかし、一方では不安や悩みもふえてきて

いると思います」、それで、「明るく楽しい毎日を過ごせるように、心のよりよい発達と健

康について学習しましょう」というような形での、子供への問題提起というか、何のために

ここをやるのかという視点とかがはっきりしていて、そしてその後も心と体のかかわりとか、

悩み、不安への対処的なものを書かせたりとかという点では、光文書院さんのほうも充実し

ているように私には見えるんですが、先生のほうから見ると、その辺は東京書籍のほうが充

実というふうに感じられるんでしょうか。 

○片山体育科調査委員会委員長 これは学習をいかに進めるかによるんだと思うんですけれど

も、初めにはっとさせるような、そういう持っていき方もあると思います。また、一般的な

ところから入っていくというスタイルもあると思うのですが、私たちとしましては、特に保

健と体育は「雨降り保健」というのはおかしいんですけれども、体育ができないときに保健
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をやったりいたします。そういうことも考えますと、余り単元として、ずっと長くやるとい

うことよりも、その時間でぽんとやって、中身を充実させるような、そういうことも考慮し

ているところではあるんですけれども、ただ、心がどういうふうになっているかというとこ

ろにつきましては、先生のお考えのようなところも十分あるというふうには思います。 

  あと課題を、どういうふうに学習を進めるかというところが、私たちはよいなというふう

に思っているところがあるんですけれども、先ほど言いましたように「やってみよう」とか

「考えてみよう」、「調べてみよう」というのは、こういうことで学習を進めるよというこ

とがわかるという意味で、東書がよいなというふうな考えであります。 

○木島委員長 よろしいですか。 

  どうぞ。 

○熊谷委員 １つだけ確認といいますか、教えていただきたいんですけれども、学校調査では

学研が一番評価が高かったというか、つまり現場の先生方は、資料から見ますと学研が一番

評価が高くて、続いて東書で、３番目が光文というような、こういう形になっているのです

が、それから調査委員会の個別の評価でも、東書と学研と光文というのは、トータルで見る

と、Ａが２つにＢが２つというふうに、こういうところでそれほど差がないんですが、先ほ

ど御説明の中で、調査委員会としてはある意味では継続性をある程度考えて、最終的に東書

と光文というような、こういう御説明を受けたんですけれども、継続性ということは、むし

ろ現場で実際にお使いになる先生方が継続性を重要というふうに考えられているのか、もし、

その辺の議論の様子がわかれば教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○片山体育科調査委員会委員長 新宿区の小学校の教員は新教研といいまして、体育部のほう

で保健の研究もやっております。そういった中で、これまで東京書籍の教科書を使用してい

たということもあります。ただ、平成14年から16年につきましては、学研のほうの教科書を

使っておりましたが、また今回、東京書籍ということになっています。何年間かの積み重ね

がやはり先生たちの各学校の年間計画や学校の指導体制の中で培われたものというか、計画

にもなっておりますので、そういった意味からは同じ教科書のほうがありがたいかなという

ふうな思いであります。 

○熊谷委員 ありがとうございました。 

○木島委員長 どうぞ、白井委員。 

○白井委員 同じように、学研についての調査委員会の報告だと、課題解決学習ができるとい

うような、指導者にワークシートがあれば、教科書資料として課題解決学習ができるという
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ような評価をしているみたいですけれども、これはほかの教科書と違って、学研の場合は課

題解決学習に資するような構成になっているという評価でしょうか。 

○片山体育科調査委員会委員長 これは、学研は特に病気のあたりが資料が豊富なんですけれ

ども、そういった意味で、ただ、先ほど言ったような、こういうふうに学習しましょうとい

うようなことは余り示されていないんですね。ですから、先生のほうでうまくそれを使えば

非常によい資料があるので、課題解決学習にできるのではないかというような考えです。学

研の教科書も非常にすぐれているというふうにはとらえております。 

○白井委員 その点では、保健科目においても要求されている授業の目標というのは、やはり

課題解決型のものを知識とかそういうものよりも、課題解決型の授業ということになってい

るというふうに理解してよろしいんですよね。 

○片山体育科調査委員会委員長 保健指導だと先生が教えて、こうしましょうと言ってやるん

ですけれども、学習ですので、子供たちが課題を持って、それで学習を深めていくというか、

調査していくというか、そういうふうな学習の形をとっています。 

○木島委員長 ほかに。 

  よろしいですか。 

  特にほかに御質問、御意見がございませんのであれば、本当に体育、保健、これは日ごろ

健康であるということの基礎であるわけですから、これは肉体的にも健康でなければいけな

い。精神的にも健康でなければいけない。それが天候とか、そういう関係で非常に授業時間

の関係もあって大変だろうと思います。そこら辺のところの御苦労を非常にこの選択の中で

も盛り込まれているんだろうと思います。本当にどうも御苦労さまでした。ありがとうござ

います。 

  ほかに御意見、御質問がなければ、これで音楽から体育科までの各科目ごとの特性、指導

要領の中での目標等についての質疑は終了いたします。調査委員会の各教科委員長の方々に

は本当にいろいろな教科書の中から専門的な立場で御検討され、その貴重な御意見を参考に

させていただきました。本当に本日は御苦労さまでした。ありがとうございます。 

  それでは、御先生方の御退出をお願いしたいと思います。 

  御苦労さまでした。 

〔審議委員長退席〕 

○木島委員長 それでは、協議を続けます。 

  教科用図書審議委員会の調査結果について、音楽科から体育科までの科目順に質疑を行い、
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採択の対象となる教科用図書の候補の絞り込みをしたいと思います。 

  それでは、まず音楽科について、教科用図書審議委員会ではどのような審議、検討が行わ

れたのでしょうか。 

  どうぞ、審議委員。 

○塩練審議委員会委員 審議委員の塩練です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、初めに音楽について御説明いたします。 

  学校調査においても、教科調査においても教芸、教育芸術社がかなり高く評価されており

ます。審議委員会でも教芸は何を学習するのかを子供にもわかりやすく示しており、ねらい

をはっきりさせた学習が展開できる。歌唱、器楽、鑑賞の教材がバランスよく取り上げられ

ているとともに、巻末に参考となる曲が豊富に載せてあり、活用しやすい。イメージから音

や音楽が生まれるように、表紙の裏ページを工夫しているなど、すぐれた点が多く挙げられ

たため、Ａ評価といたしました。 

  東書は情緒的な面を重視した写真やイラストを用い、心に響くようなものになっている。

教室は子供に活動させる教材が多く、総合的な学習の時間や特別活動につながっていくもの

となっていると、よい点も挙げられましたが、普通ということでＣ評価といたしました。 

  以上です。 

○木島委員長 説明が終わりました。 

  御意見、御質問がありましたら、どうぞ。 

  よろしいですか。 

  そうしますと、今の審議委員の経過からしまして、学校調査、調査委員会、審議委員会の

結果として、教芸でよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○木島委員長 それでは、御意見、御質問がなければ、今までの協議内容の確認をしたいと思

います。 

  音楽については、本日審議した中で、科目の特性、審議委員会の調査結果を踏まえ、皆様

の総意として、教育芸術社発行の教育用図書を採択の対象となる教科用図書の候補とすると

いうことでよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○木島委員長 それでは、そのように進めたいと思います。 

  次に、図画工作科について、教科用図書審議委員会ではどのような審議、検討が行われた

－17－ 



のでしょうか。 

  どうぞ、審議委員。 

○塩練審議委員会委員 審議委員の塩練です。お願いいたします。 

  図画工作について御説明いたします。 

  学校調査では開隆堂が高く評価されており、教科調査では大きな差はありませんが、教科

調査で日文も評価されています。審議委員会では実際に教科書に当たって審議を進めました。

そして、単元の初めにねらいが明記されており、子供が学習の目標をはっきりつかみやすい。

子供の発想を大切にした作品を載せるとともに、どのようにしてつくったのかがわかるよう

な制作途中の写真の掲載は作品づくりのヒントとなる。巻末に道具の使い方が具体的にまと

めて表記されており、安全にも配慮されているなど、多くのすぐれた点が挙げられるととも

に、学校調査の結果を考慮して、開隆堂についてはＡ評価といたしました。 

  また、東書はねらいや具体的な材料が示してあり、子供にも何を学習するのかがわかりや

すいというすぐれた点が、日文はどの教材も最後に「ふりかえり」や「学びのマーク」があ

り、作品づくりの後に総合評価や自己評価ができるようになっているというすぐれた点が挙

げられましたので、ややすぐれているということでＢ評価といたしました。 

  以上です。 

○木島委員長 説明が終わりました。 

  御意見、御質問がありましたら、どうぞ。 

  これはさっき調査委員会が非常に並列した結論を出して、その中で使用上の便宜というこ

とが開隆堂でＣになっているけれども、これは実際はこよなくＢに近いんだという話でした。

そういうようなことで、何か決定的な話は道具箱を扱うというところの項目は非常にわかり

やすいというので、指導する立場としては非常に大事なところがわかりやすく扱っていると

いうような話でしたが、これは皆様の御意見を十分お聞きしないと。 

  どうぞ、熊谷委員。 

○熊谷委員 あくまでも調査委員会の結論はＢＢＢで同等だったんですけれども、それを審議

委員会でどういうような理由で一転、Ａにしたかについて、もう少し詳しく教えていただく

と参考になるんですが。 

○塩練審議委員会委員 審議委員会でもかなり僅差で出てきていますので、いろいろな審議に

なりました。図画工作も専科教諭が教えることも大変多うございますけれども、学級数の多

い学校では学級担任が図画工作をしている場合もあります。そのときにやはり、ねらいがど
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ういう図画工作として活動をさせたいのかということがはっきり書かれているほうが、担任

がやる場合はよりやりやすいだろうということが１点大きく挙げられております。 

  それが教科書のほうにもしっかり大きな題材名のところに細かく明記されているというよ

うな点が担任がやる場合にもはっきりポイントがわかるというところ、それから今、道具箱

の話が出ましたけれども、審議委員会のまとめにもありますように、道具の使い方が大変丁

寧に取り上げられているというところが、安全の配慮も含めた上でよいのではないかという

ことで審議委員会としては開隆堂のほうをＡ評価としたのでございます。 

  以上です。 

○熊谷委員 確認ですけれども、審議委員会でも現場での評価が高いということは決定の根拠

になったんでしょうか。 

○塩練審議委員会委員 それはやはり同じような理由で現場のほうの方が使いやすいものが一

番いいだろうということで、それも十分考慮に入れさせていただきました。 

  以上です。 

○木島委員長 どうぞ、羽原委員。 

○羽原委員 道具箱の、どの教科書も道具箱の部分があるから、そこだけが格差のウエートで、

もうちょっと格差がつくべきところを言わないと、こういうシーソーゲーム的なときには、

もうちょっと説明をしておいたほうが、後で説得力を持つと思うんです。道具箱はみんなお

っしゃるように、いいところもあるけれども、みんなあるので、もうちょっと補足されたほ

うがいいのではないかと。 

○塩練審議委員会委員 答申のほうにも活動を書かせていただいておりますけれども、子供の

発想を生かして図画工作をどんどん、創作活動を進めていくわけですけれども、児童の作品

の掲載が一番多いのが開隆堂でございます。そういった意味ではお互い同士の作品から発想

を広げて創造性を膨らませていくというような活動、もちろん有名な方の作品も参考にはな

りますけれども、自分たちと同じような年齢の子供たちがつくったものということでのよい

作品を多く載せているというところは、子供たちの活動の参考になるという点も随分審議の

中では話題に上りました。 

  以上です。 

○木島委員長 どうぞ、白井委員。 

○白井委員 やはり今、羽原委員がおっしゃっていたとおりだと思います。あと熊谷委員もお

っしゃったように、学校現場は全部Ｂで、逆にＣがついていないのはどこでしたか。 
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○熊谷委員 全部Ｂは調査委員会。 

○白井委員 調査委員会ですね。調査委員会でＣがついていないのは実は日文で、総合評価は

Ｂなんだけれども、東書も開隆堂もＣＣなんです。だけれども、審議委員会のほうとして最

終的には開隆堂をＡにしたということの、その差別化という。 

  ただ、私はこの開隆堂のほうのほかの、大体そんなＢで差がないとして、この本の中でや

はり開いてみると、小さな美術館という、まず１ページ目で感性に訴えるような形のものが、

開隆堂はどの学年にもまずそこから入るんですね。それと、もう一つ次のページに、夢を形

にということで図画工作を使って、それを職業にした人たちの言葉というか、６年生だと写

真家の浅井愼平さんとか、５年生は造形作家とか、やはり図画工作を学んで、これも職業選

択の一つになれるんだよというような視点が単なる生活手段として図画工作を教えたり、感

性だけの心の豊かさだけではなく、職業的なものとしての発想というのもちょっと入ってい

るという点で、私はこれはいいのではないかというふうには思います。 

○木島委員長 これは学校調査では圧倒的に開隆堂なんですよね。だから、学校それ自身とし

ては使いやすいというのが圧倒的なんでしょうね。 

  それと、先ほど調査委員の方が言っていましたけれども、使用上の便宜性で開隆堂がＣに

なっているけれども、身近に感じる作品例が非常に開示されているんだというようなことも

言っておりましたね。そうすると、身近なものに感じるとか、そういうものに関してはいい

のかなという感じがするんですが、審議委員会では審議結果としてはＡという形なので、非

常に微妙なところですけれども。どうですか、これ以上の御意見は。 

○熊谷委員 審議結果を確認しましたので、私はこのとおりでいいです。 

○羽原委員 結構です。 

○金子教育長 私も結構です。 

○木島委員長 それでは、ほかに御意見、御質問がなければ、今までの協議内容の確認をした

いと思います。 

  図画工作については、本日審議した中で、科目の特性、審議委員会の調査結果を踏まえ、

皆様の総意として開隆堂出版発行の教科用図書を採択の対象となる教科用図書の候補とする

ということでよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○木島委員長 それでは、そのように進めたいと思います。 

  次に家庭科について、教科用図書審議委員会ではどのような審議、検討が行われたのでし
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ょうか。審議委員、どうぞ。 

○塩練審議委員会委員 審議委員塩練です。 

  家庭科について御説明申し上げます。 

  学校調査でも、教科調査でもどちらの教科書も高い評価となっております。審議委員会で

は、それぞれの教科書のよい点を挙げていくようにして審議をいたしました。 

  東書については、教材が系統的に配置されており、積み重ねが実感できるものとなってい

る。写真やイラストを多く使っており、基礎技能の内容のポイントをつかみやすくしている

というすぐれた点が挙げられました。 

  また、開隆堂については調理の手順が材料の分量から始まり、身支度、材料の洗い方など、

詳しく示されており、子供が学習を進める上で参考となる。針の使い方では基本となる縫い

方が指導しやすい配列になっている。環境問題にかかわる内容をしっかりと取り上げ、「リ

サイクル」、「リユーズ」、「リフューズ」、「リデュース」の４Ｒが盛り込まれているな

どのすぐれた点が挙げられました。これらのよい点を審議し、東書はＢ評価、開隆堂はＡ評

価といたしました。 

  以上です。 

○木島委員長 説明が終わりました。 

  御意見、御質問がありましたらどうぞ。 

  この教科も調査結果というのが非常に微妙なところがあるので、どうぞ御意見を。 

  どうぞ。 

○熊谷委員 先ほど調査委員長からかなり詳しい御説明をいただきましたので、それから今、

審議委員会のほうの御説明も伺いましたので、私はこのままで、この判断で結構だというふ

うに思います。 

○木島委員長 ほかに御意見、御質問がありましたら。 

  ただいま熊谷委員から、審議委員会の結果説明を聞いたので、審議委員の結果でよろしい

と思いますという意見ですが、ほかによろしいですか。 

  ほかに御意見、御質問がなければ、今までの協議内容の確認をしたいと思います。家庭に

ついては、本日審議した中で、科目の特性、審議委員会の調査結果を踏まえ、皆様の総意と

して、開隆堂出版発行の教科用図書を採択の対象となる教科用図書の候補とするということ

でよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 
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○木島委員長 それでは、そのように進めたいと思います。 

  次に保健について、教科用図書審議委員会ではどのような審議、検討が行われたのでしょ

うか。審議委員、よろしくお願いします。 

○塩練審議委員会委員 審議委員塩練です。 

  では、保健について御説明いたします。 

  学校調査では、東書と開隆堂の評価が高く、教科調査では東書と光文が高い評価となって

いました。学校調査や教科調査で評価の高かった３つについて、特に審議の結果について説

明します。 

  東書のすぐれた点として、課題を明示するとともに見開きページで１つの課題が扱えるよ

うになっている。「課題提示」の後、「やってみよう」、「調べてみよう」、「考えてみよ

う」、「話し合ってみよう」のように、学習の過程がわかるような工夫がされている。折り

込みページが効果的で、課題の裏に答えが出てくるようになっており、子供たちに考えさせ

る工夫をしている。たばこの害や薬物乱用の害など、将来の健康を考えた内容を丁寧に扱っ

ているなどが挙げられました。 

  学研のすぐれた点としては、子供たちがワークシート的に記入しながら学習を進めること

ができる構成になっている。グラフや表の表記がわかりやすい等が挙げられました。 

  光文のすぐれた点としては、日常の生活のチェックや今後の生活や学習への発展が考えら

れるような書き込みができるところがあり、体験活動を通して学べるようになっている。課

題解決学習を重視し、「課題の提示」、「学習活動」、「まとめ」と学習過程が明確で指導

しやすい構成である等が挙げられました。 

  それぞれのすぐれた点を出した結果、どの教科書が子供たちにとってよいものであるかと

いう視点で審査をし、東書についてはＡ評価、学研と光文についてはＢ評価といたしました。 

  以上です。 

○木島委員長 説明が終わりました。 

  御意見、御質問がありましたら、どうぞ。 

○白井委員 では、まず気がついたところから聞いていきます。 

  東書の意見の中、たばこの害や薬物乱用の害など将来の健康を考えた内容を丁寧に扱って

いるということを評価ポイントにしているんですが、とりあえず３つに限定して、学研と光

文が調査委員会で同じような評価だったというのと比べてみると、この辺どちらも遜色がな

いような感じには見えるんですが、どの点を指して、その中で東書がこういう点がほかより
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いいよというふうに審議委員会のほうでこの項目を挙げたんでしょうか。 

○塩練審議委員会委員 東書のほうは、たばこの害等のところに折り込みのページを入れて、

先ほど折り込みのページのことも課題の裏に答えが出てくる。どんなふうですかと言って、

あけてみると、その様子が見えるというような工夫は子供たちにもかなり引きつけるものが

あるだろうというようなことが出ておりました。振り返るというような意味でも投げかけが

いいのではないかというような意見は出ております。 

○白井委員 今、ぱっと見て、例えば学研も同じように、断り方を練習してみようという形で

40ページとかに結局「あなたならやってみよう」みたいな感じでの質問形式が載っているわ

けですよね。そうすると、審議委員会の意見としては、東京書籍がいいのは内容ではなく、

この折り込み的な変わった形がいいということですか。 

○塩練審議委員会委員 変わった形だけではなくて、特に自分に振り返ってというところを重

視した質問になっているということが大きく、もちろん折り込みでさらに引きつけた上で自

分のことに振り返ったようなものの聞き方をしているというところでございます。形が変わ

っているからということだけではございません。 

○白井委員 学研のほうも、おじさんが何とかと言ったら、あなたはどう答えるかという断り

方をという点では、ちょっと視点としては同じような感じでやっているような気がしたので、

審議委員会のほうの部分ではその辺の議論がわざわざ評価ポイントとして挙げているところ

をちょっとお聞きしたかったんですけれどもね。 

○木島委員長 どうぞ、羽原委員。 

○羽原委員 基本的には東書で構わないと思いますが、ただ、全体を通しては東書でいいと思

いますが、部分的に言うと、例えば東書の16ページの一番下のところに「思春期になると不

安や悩みがふえるけれども、どのようにすればよいのかな」でとまっているんです。全体に

この不安や悩みで困ったらという、通常の悩みや何かの場合はこれでいいけれども、４年か

ら５年生で始まるであろう思春期はちょっと物足りない。それに対して、学研のほうだと、

思春期というものを正面から取り上げていると。つまり、総合的、一般的に扱うよりも、も

うちょっとこの思春期というものがどういうものであるかというような正面から、この年ご

ろの子供たちにはもうちょっと具体的な触れ方のほうがいいのではないかなと。ちょっとこ

の東書のほう、この部分だけを見ますと、ちょっと表面的か、あるいは一般的過ぎるかとい

う印象ですけれども、一言申し上げます。 

○塩練審議委員会委員 もちろん、どんどん深く心の学習等も含めてやっていきたいところで
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はございますけれども、保健にかかわる時間もある程度限られた中、体育の中の一部分、五、

六年ですと、五、六年合わせて16時間という設定になってございます。その中で、決められ

た時間の範囲の中でやっていくとなると、ある程度精選したもので扱っていくということも

大事なポイントになります。資料が多くて大変参考になる部分もありますけれども、子供た

ちにも考えさせながら、学習を進めたりということを考えていったときに、もちろん思春期

に向かっていくことは大切なことなんではありますけれども、そういった意味で保健の学習

の中で、やる時間数のことも考えると、このぐらいの資料の量でどうだろうかというような

ことは出ております。 

  以上です。 

○羽原委員 その説明は、僕は余り感心しないですね。時間がないとか、そういうことではな

くて、僕が言っているのは成長期の子供にもっと密着した話をしたほうがいいと。一般的な

話はそれこそほかの授業でもいろいろな形で触れられるけれども、思春期という自分が直面

している精神状況というものに触れる場としては、この保健しかないわけですよね。ほかの

ところは一般的でもいいけれども、遅い子はもうちょっと後にしても、一番変化の出かかっ

たときに、それは人間として、大人になるプロセスとしては当然の状況なんだということに

ウエートを置くということは、僕はむしろ少ない時間だからこそ、ここできちんとやるべき

だと、そう思います。ちょっと僕は今の説明では逆に納得しないですね。 

  その程度の表面的な、さらに言えばおざなりな触れ方ではなく、その年代にどうしても必

然的にぶつかるという意味では、アルコールとか薬物とかよりもよっぽど重要なテーマなん

です。だから―あなたに言ってもしようがないけれども、そういうことで説得させようと

いうのはちょっと僕は遺憾に思いますね。 

○上原教育指導課長 実際に学校教育の中で、今、委員御指摘のようなことにつきましては、

もちろん保健の時間でも行います。ただし、保健の時間は主に―ものによりますけれども、

男女別で習ったりする場合もございますので、今、御指摘の点は保健だけに限らず、例えば

道徳のようなところも年間を通して計画的に行っていくということもございます。 

  また、いわゆる特別教室、学級活動、学活の中で男女ということを踏まえながら、また、

自分自身の自立ということも考えながら、思春期を考えていくということももちろんござい

ますので、それは保健に特化されるだけではないということもあるということを一言つけさ

せていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

－24－ 



○木島委員長 どうぞ、熊谷委員。 

○熊谷委員 確認なんですが、先ほど調査委員会の委員長には、現場との、調査委員会との判

断の違いといいますか、さらに詰めた意見交換について説明をいただいて、その中で委員長

が強調されていたのは、継続性ということを言われていたんですが、つまり継続性というこ

とを考えて、東書を選んだというようなことでお答えがあったわけですが、今度は調査委員

会で結論的にＡとして東書と光文を２つＡＡとして挙げてきて、今度、審議委員のほうにお

聞きしたいんですけれども、このＡＡの２つから東書を選んだその理由の１つに、継続性と

いうことは議題になったのでしょうか。それとも、全くそういうことではなくて、先ほどの

御説明の使用上の便宜とか、内容とか、こういうことで決められたのでしょうか。そこをち

ょっとお聞きしたいのですが。 

○塩練審議委員会委員 継続性のことも同じように話題には上りました。 

○熊谷委員 ありがとうございます。 

○木島委員長 白井委員。 

○白井委員 先ほど学研との違いをちょっと聞いたので、次に光文との違いの部分で、審議委

員会のほうの評価として、東書のほうが「課題提示」の後、「やってみよう」、「調べてみ

よう」、「考えてみよう」、「話し合ってみよう」のように、学習の過程がわかるような工

夫がなされていると。そしてこれは、表記・表現という項目の基準から評価していると書い

てあるんですが、光文のほうは逆に、課題解決学習を重視し「課題の提示」、「学習活動」、

「まとめ」と学習過程が明確で指導しやすい構成であるというような形で先ほどの調査委員

長のお話でも、いわゆる課題解決学習、そういうものが一応保健においても最終的目標とい

うふうになっているわけですよね。このような評価が書かれていて、あえて東書になったと

いうこの議論、課題解決学習の重要性とか、そういうような部分では審議委員会ではどうい

うふうな議論がなされたんでしょうか。 

○塩練審議委員会委員 東書でも形、内容としても同じように課題解決の形にはなっておりま

す。表記・表現でそのことを書かせていただきましたのは、はっきりとわかるような表記を

使ってそのことを書いているということが大きく光文のほうはそこまでの明確な表記がない。

つくりとしては課題を提示して、学習をして、資料で調べてまとめていくという流れには沿

って書いてございますけれども、東書のほうはさらにそれがはっきりと見ても、子供たちも

ここは話し合ってみて進めていくんだなということがわかるような表記がされているという

点で、さらによいという点でそこに書いているということでございます。 
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○白井委員 それと、もう一つよろしいでしょうか。 

  やはり羽原委員も質問しております「心の問題」なんですけれども、これはかなり今の小

学生の部分においては重要な項目、やはり保健でも重要な柱だと思うんですね。その部分で

見ると、光文、または学研というのはかなり丁寧な扱い方をしているように見えて、東京書

籍の部分はちょっと一般的な感じが私はしているんです。 

  ただ、先ほど審議委員会なり、調査委員長もやはり学校での教える時間数という観点から

ちょっとお答えをいただいていたようなんですけれども、審議委員会の中でやはり「心の問

題」というのを授業でどういうふうに扱うべきだとか、そういうような視点からの議論とい

うのはなかったんでしょうか。 

○塩練審議委員会委員 授業の中で具体的にということまで突っ込んだ話はなかったんですけ

れども、例えば心とか健康ということでは６年生のほうに大きくページを割いて載ってござ

います。そのページ数は実は、光文よりは東書のほうがページ数としては割くページは多く

使っているところでございます。 

  ですけれども、またさらに３年生のほうの教科書、これは「健康な生活」、「育ちゆく

私」ということですけれども、そこの最初の扉をあけた表紙の裏に、健康のことを体のこと

だけでなく、健康な体と心ということで、心を意識したつくりにはなっているだろうという

ことで、そういった意味では、もう初めから、３年のころから心ということも大切に扱われ

ているのではないだろうかということで、審議委員会の中では話がなされました。 

  以上です。 

○木島委員長 羽原委員。 

○羽原委員 時間が短いとか、それからどの教科でもやっているという答え方は、ちょっと問

題をはぐらかすのではないかと。もうちょっと―答えればいいというものではないけれど

も、やはり何か心に腑に落ちないものがありますね。だって授業はそれぞれいろいろなとこ

ろでやるけれども、特に「心の問題」、思春期の問題というのは、やはりここでウエートを

置こうということが指導要領のポイントになっているわけでしょう。あっちもこっちもやっ

て時間がないからここはこの程度の教科書でいいんだという論理だとちょっと説明不足とい

うか、視点が違うのではないですかね。教育者としてはちょっとその答弁は余りいいと思わ

ない。 

  まあいいです。それはもう別に議論してもしようがないことだから。 

○木島委員長 授業というのは教科書に沿ってということもあると思うのですが、当然心の悩
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みということはこの単元で非常にどの教科書も大きく扱っているわけですから、そう粗末に

扱っているとは思えないんですね。 

  それと、審議委員長のほうから、これは口が滑ったのかなと思いますけれども、保健とい

う授業はどうも天候に左右されるからということはちょっと、それは羽原委員のおっしゃる

とおりで、時間数が短いからというのはちょっとどうかと思いますけれども、ただ、現場の

教師としては、やはり継続性を持った教え方のできる教科書を使ったほうが、その単元に関

しては、やはり丁寧に説明できるのかなという感じがするんですよね。 

  ですから、この学校調査では光文と東書はいわゆる調査委員会としては両方Ａなんですが、

学校調査では東書のほうが数が多いですよね、支持するＡ。それで、審議結果としては東書

のほうがＡというようなことを踏まえると、私はこの結果でよろしいのかなと思いますけれ

ども。決して「心の問題」を軽く扱う気持ちは学校にはないんだろうと、こういう学校調査

等を考えて、そう思うんですが、いかがでしょうか。 

  どうぞ。 

○白井委員 あと別な視点から。 

  最近、新宿区で使った教科書の変遷を見ると、13年まで東京書籍で、一度14年から16年、

学研を使っていますよね。その後17年からまた東京書籍。14年に学研に変わったとき、どん

な形で学研がいいというふうに、まずそこを評価されたのか。その後、17年にまた東京書籍

に戻っていますけれども、それは多分こっちがいいということで戻ったと思うのですが、そ

の経過について、もしわかっている方がいたら教えていただきたいと思うんですが。。 

○木島委員長 これはちょうど私が委員長だったときなんです。やはり意見が２つに割れまし

た。それで、協議した結果、そうなったんです。 

○白井委員 学研に変わるときの議論は何がポイントだったんですか。 

○木島委員長 それはもちろん内容いろいろありましたけれども、そのころは薬物の扱いとか、

いわゆる体の成長の扱いとか、そういうものに関してだったと思いますが。 

○白井委員 それから、また17年に東京書籍になったのは。 

○木島委員長 だからそこら辺の書き方が、東書のほうがよろしいということになったと思い

ます。 

○熊谷委員 結局、私の記憶では、学校の現場での調査、それから調査委員会の結論、それを

尊重して議論していくわけです。審議委員会ももちろんやって、だから、我々はそこの間で

矛盾がないかとか、そういうところをきちんと、あるいは理解しがたいところを、それぞれ
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のレベルで聞いていって、それでも最後に今と同じように決着がつかない、現場でも、それ

から調査委員会でもなかなか議論がまとまらずに、最後まで上がってきて、そうなると、そ

れは―で、はねちゃいけない。多分、私もうろ覚えに覚えているんですけれども、最終的

な議論になったのは薬物とか体の健康とかについて、記述がかなりしっかりしているところ

と、従来までのやつでそれほど重きを置いたのは、そこで、教育委員会のこのレベルではや

はり。 

○白井委員 東京書籍のほうが。 

○熊谷委員 たしか書籍は変わりましたけれども、学研なんかそんなところだったと思います。 

○白井委員 では、結論としての。 

○熊谷委員 ですから、それからまた次に東京書籍に戻ったのは、下から上がってきた段階で、

はっきり差がついているということなんです。 

○白井委員 現場の御意見を重視したという。 

○熊谷委員 重視というか、それはそれなりにきちんとやられていますから、それで、その説

明におかしいというか、何か疑問があれば我々はお聞きしますけれどもというスタンスで来

ていましたから。今、委員長が説明されたのは、最後に残っちゃったんです。だから、両論

併記みたいにこちらに投げかけられて、それには我々も本気になって議論をして、最終的に

先生の言われたようにまたぐような答えだったんだと思います。 

○白井委員 わかりました。 

○木島委員長 これは大体、毎回そうなんです。 

○白井委員 そういうのでいえば、私もいろいろお聞きして、それなりに答申のほうで出てい

る評価というものに関しては各委員会なり、審議委員会なり、議論の末の結論だというふう

に確認できましたので、私は東書でよろしいかと思います。 

○木島委員長 羽原委員もよろしいですか。 

○羽原委員 はい。 

○金子教育長 「心の健康」に関して、確かに東書、今、「心の健康」は大変大事なところで、

東書の扱いが他に比較して、若干問題解決型であるとはいっても記載が少ないというのは確

かに気になるところではありますので、これは教科書「で」教える。「を」ではなくてとい

うところで、こうしたことがあるということをまたいろいろな機会に。 

○木島委員長 それはもう教育長から言ってくれれば絶対でございますから、ぜひそれを。 

○金子教育長 言ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○木島委員長 それを各学校の教科の先生によろしくお伝えください。 

  それでは、ほかに御意見、御質問がなければ、今までの協議内容の確認をしたいと思いま

す。 

  保健については、本日、審議した中で、科目の特性、審議委員会の調査結果を踏まえ、皆

様の総意として、東京書籍発行の教科用図書を採択の対象となる教科用図書の候補とすると

いうことでよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○木島委員長 以上で、本日の科目ごとの質疑と採択対象となる教科用図書の候補の絞り込み

はこれで終了いたします。 

  それでは、本日までに各種目について、協議し、採択候補となった教科用図書について、

教育長に議案としてまとめていただき、８月１日の第８回定例会に提案するようお願いしま

す。 

  ここで、次回の教育委員会の議案の形式及び審議の進め方について、お諮りしたいと思い

ます。教科用図書の候補の１種への絞り込みを済ませているので、全種目を一括して載せた

議案とさせていただき、全種目を一括して審議した後、一括採択を行うということで進めさ

せていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○木島委員長 それでは、そのように進めたいと思います。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 閉   会 

○木島委員長 本日の委員会は、これにて閉会といたします。 

  ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

午後 ４時３８分閉会 
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